
（運用基準　様式３）

文化観光局観光振興課

１　件名

２　委託内容

３　契約の相手方

４　契約金額 ５１，０００，０００円

５　契約日 令和２年６月30日

６　評価結果

評価点数 順位

440 1

379 2

371 3

336 4

327 5

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問合せ先

　　文化観光局観光振興課　TEL：０４５-６７１-３６５２

令和２年６月30日

令和２年度「（公財）三溪園保勝会の機能強化に向けた経営アドバイザリー業務委託」
契約結果

　「（公財）三溪園保勝会の機能強化に向けた経営アドバイザリー業務委託」について、公募型プロポーザル方式で、受託候補者を特定し、次のとお
り契約しました。

　株式会社コーポレイトディレクション

三溪園保勝会の経営機能強化を目的とした経営アドバイザリー業務

令和２年度（公財）三溪園保勝会の機能強化に向けた経営アドバイザリー業務委託

株式会社コーポレイトディレクション　　　代表取締役　　　石井　光太郎　

　PwCアドバイザリー合同会社

　株式会社電通東日本　横浜支社

  ○評価基準
　　別紙参照

　○委員会開催日時及び開催場所
　　令和２年６月５日（金）　午後１時～５時
　  横浜市研修センター７階（中区山下町）

　○コメント
　　三溪園の現状分析・課題認識が的確で調査分析の手法や検討の進め方も明確であり、また、人材育成の考え方もよく練られて
　おり、現地に常駐する予定のスタッフの経験・能力についても十分と考えられるため、受託事業者として最適であると評価された。

提案者

　株式会社三菱総合研究所

　フロンティア・マネジメント株式会社



評価項目 配点
評価

（1～5）
加重倍率 評価点

着眼点
※（）内は項目ごとの最高点

評価の着目点

１  提案内容に関する視点（小計） 70

業務目的の理解度及び 受託に必要な基本的知識 10 ｘ2
業務目的及び県域における観光施策に関する現状
と課題の理解（10）

●本事業の目的や必要性を理解しているか。
●県域における観光施策に関する現状と課題を理解しているか。

本業務の進め方に関する課題認識と提案の考え方 15 ｘ3 課題認識と提案の考え方（15）
●課題を的確に捉え、課題解決に向けた提案の考え方が明確に示されているか。
●関係法令等を確認し、実現可能な提案となっているか。

三溪園及び保勝会の現状に関する調査分析の方法
に関する課題認識と提案の考え方

15 ｘ3 課題認識と提案の考え方（15）
●課題を的確に捉え、課題解決に向けた提案の考え方が明確に示されているか。
●関係法令等を確認し、実現可能な提案となっているか。

「顧客志向」、「稼ぐ意識と力」の強化に関する
課題認識と提案の考え方

15 ｘ3 課題認識と提案の考え方（15）
●課題を的確に捉え、課題解決に向けた提案の考え方が明確に示されているか。
●関係法令等を確認し、実現可能な提案となっているか。

具体的手法 15 ｘ3 目的を達成する具体的手法（15） ●課題認識、提案の考え方、具体的手法が一貫し、目的を達成する提案となっているか。

２  実施体制に関する視点（小計） 50

従事スタッフの構成・人数（5） ●事業実施に十分な人数とその構成になっているか。

構成する法人それぞれの役割分担（5） ●事業実施に十分な役割分担になっているか。

受託からのスケジュール設定（5） ●無理のないスケジュールになっているか。

類似業務の実績 20 ｘ4 類似業務の実績（20） ●類似業務（観光施設等における空間演出）の実績があるか。

地域経済への波及効果 10 ｘ2 地域経済への波及効果（10）
●市内中小企業等の市内事業者と連携し、地域経済に貢献する実施体制となっているか。
●業務の実施に当たり、地域の企業や人材の育成・活用の工夫があるか。

ワーク・ライフ・バランス及び障害者雇用に関す
る取組

5
※事務局
で採点し
ます。

ワーク・ライフ・バランス及び障害者雇用に関す
る取組（5）
※１

下記の点について１つ満たすごとに加算:
●次世代育成支援対策推進法に定める「一般事業主行動計画」を策定しているか。（従業員101人未満の場合のみ加算）
●女性活躍推進法に定める「一般事業主行動計画」を策定しているか。（従業員301人未満の場合のみ加算）
●次の①～③のうち、いずれか一つを取得しているか
　①次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク、プラチナくるみんマーク）
　②女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし）
　③よこはまグッドバランス賞の認定
●青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定を取得しているか。
●障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.2％を達成をしている。

３　業務実施による効果に関する視点（小計） 10

5 ＫＰＩ等設定の考え方の妥当性（5） ●本事業の目的に沿ったＫＰＩ等の設定にあたっての考え方が示されているか。

5 測定方法の具体性（5） ●具体的な測定方法が明確に示されているか。

合計 130

【補足】

※１  「ワークライフバランスに関する取組」項目の評価は、５つの着目点について該当した数を評価点とします。

１　評価方法
（1）出席した評価委員（以下「評価委員」という）は、各評価項目について、１～５点の５段階評価を行う。
（2）評価（配点）の考え方は、別紙「評価の視点」のとおりとする。なお、提案書に評価項目に該当する記載がない場合は１点とする。
（3）項目ごとの評価で過半数の委員が「１」を採点した場合は、受託候補者としての特定は行わないものとします。（「ワークライフバランスに関する取組」項目は除く。）
（4）合計点が80点未満の場合は、受託候補者としての特定は行わないものとします。

２　評価項目

「（公財）三溪園保勝会の機能強化に向けた経営アドバイザリー業務委託」　提案書評価基準

従事スタッフの構成・人数と 業務の実現性 15

【評価】評価は１～５の５段階で行います。
（「ワークライフバランスに関する取組」項目は除く。）
５  特に優れている
４  優れている
３  普通
２  やや不十分である
１  不十分である

本事業の目的に対する提案の有効性
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